
議案第 12号 

令和４年度鴨川市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和４年度鴨川市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ187,886千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,356,502千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  令和５年２月 24日提出 

                                                 鴨川市長 長谷川 孝夫   
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　１　歳　入 （単位   千円）

1 市税 4,124,809 261,725 4,386,534

1 市民税 1,724,500 91,000 1,815,500

2 固定資産税 2,001,033 128,000 2,129,033

3 軽自動車税 117,000 0 117,000

4 市たばこ税 227,000 32,000 259,000

6 入湯税 55,275 10,725 66,000

11 地方交付税 4,862,507 112,751 4,975,258

1 地方交付税 4,862,507 112,751 4,975,258

13 分担金及び負担金 33,917 △ 16 33,901

2 負担金 19,049 △ 16 19,033

14 使用料及び手数料 678,990 2,955 681,945

2 手数料 187,984 1,255 189,239

3 証紙収入 59,308 1,700 61,008

15 国庫支出金 2,550,670 12,365 2,563,035

1 国庫負担金 1,329,618 △ 3,895 1,325,723

2 国庫補助金 1,214,001 16,260 1,230,261

16 県支出金 1,108,920 △ 21,105 1,087,815

1 県負担金 590,286 △ 7,140 583,146

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

第１表　歳入歳出予算補正
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2 県補助金 408,622 △ 7,226 401,396

3 委託金 110,012 △ 6,739 103,273

17 財産収入 22,261 169 22,430

1 財産運用収入 16,261 169 16,430

18 寄附金 450,975 1,130 452,105

1 寄附金 450,975 1,130 452,105

19 繰入金 1,514,431 △ 555,602 958,829

2 基金繰入金 1,419,814 △ 555,602 864,212

21 諸収入 334,288 27,242 361,530

4 雑入 240,384 27,242 267,626

22 市債 778,748 △ 29,500 749,248

1 市債 778,748 △ 29,500 749,248

18,544,388 △ 187,886 18,356,502 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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（単位   千円）

1 議会費 182,623 △ 2,604 180,019

1 議会費 182,623 △ 2,604 180,019

2 総務費 3,247,830 66,070 3,313,900

1 総務管理費 2,788,138 51,601 2,839,739

2 徴税費 214,495 △ 352 214,143

3 戸籍住民基本台帳費 129,711 21,410 151,121

4 選挙費 89,665 △ 6,463 83,202

5 統計調査費 7,133 △ 126 7,007

3 民生費 6,296,493 △ 67,014 6,229,479

1 社会福祉費 3,438,864 △ 47,834 3,391,030

2 児童福祉費 2,325,575 △ 19,180 2,306,395

4 衛生費 2,382,730 △ 9,957 2,372,773

1 保健衛生費 721,782 29,481 751,263

2 清掃費 1,414,385 △ 36,313 1,378,072

4 病院費 181,018 △ 3,125 177,893

5 労働費 1,849 △ 14 1,835

1 労働諸費 1,849 △ 14 1,835

6 農林水産業費 776,302 △ 8,893 767,409

補　　正　　額 計款 項 補 正 前 の 額

　２　歳　出
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（単位   千円）

1 農業費 560,899 747 561,646

2 林業費 68,280 △ 9,475 58,805

3 水産業費 147,123 △ 165 146,958

7 商工費 482,548 △ 38,190 444,358

1 商工費 482,548 △ 38,190 444,358

8 土木費 1,047,218 △ 113,672 933,546

1 土木管理費 142,405 0 142,405

2 道路橋梁費 728,578 △ 97,272 631,306

3 河川費 32,381 △ 1,124 31,257

4 都市計画費 107,852 △ 1,566 106,286

5 住宅費 36,002 △ 13,710 22,292

9 消防費 850,371 △ 1,759 848,612

1 消防費 850,371 △ 1,759 848,612

10 教育費 1,256,199 △ 6,971 1,249,228

1 教育総務費 190,472 △ 2,826 187,646

2 小学校費 210,484 △ 1,881 208,603

3 中学校費 128,097 △ 4,446 123,651

5 社会教育費 205,823 △ 758 205,065

6 保健体育費 521,323 2,940 524,263

11 災害復旧費 11,000 △ 3,652 7,348
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（単位   千円）

1 農林水産施設災害復旧費 11,000 △ 3,652 7,348

12 公債費 1,999,225 △ 1,230 1,997,995

1 公債費 1,999,225 △ 1,230 1,997,995

18,544,388 △ 187,886 18,356,502 歳　　　　出　　　　合　　　　計

補　　正　　額 計款 項 補 正 前 の 額
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2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳事務費 4,916

窓口業務デジタル化推進事業 20,758

4 衛生費 1 保健衛生費 出産・子育て応援事業 37,530

新型コロナワクチン予防接種事業 77,045

6 農林水産業費 1 農業費 農業振興事業 10,933

農業用ため池・ダム維持管理適正化事業 7,500

3 水産業費 漁港施設維持管理事業 43,200

8 土木費 4 都市計画費 下水路維持管理事業 9,228

10 教育費 6 保健体育費 社会体育施設維持管理費 2,618

第２表　繰越明許費補正

追加 （単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額
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8 土木費 2 道路橋梁費 道路橋梁維持補修事業 38,000 道路橋梁維持補修事業 40,596

市道整備事業 20,950 市道整備事業 29,020

変　更　前 変　更　後

事　　　業　　　名 金　　額 事　　　業　　　名 金　　額

変更 （単位　千円）

款 項
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第３表　債務負担行為補正

追加 （単位　千円）

事　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

ふるさと納税推進事業委託料
自　令和４年度

ふるさぽーと寄附金の額に
4.8％の率を乗じて得た額

至　令和５年度
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（単位　千円）

限度額
起債の
方　法

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

林道緊急自然災害防止対策事業 8,200 0

地方道路等整備事業 62,200 55,200

幹線市道整備事業 95,400 85,400

道路メンテナンス事業 18,700 17,000

河川改修事業 6,300 6,100

河川緊急自然災害防止対策事業 12,500 11,500

農林水産施設過年発生単独災害復旧事業 4,200 2,800

207,500 178,000

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

第４表　地方債補正

変更

起　債　の　目　的

補　　　　　正　　　　　前 補　　　正　　　後

利率 償還の方法

計

普通貸借
又は

証券発行

　５．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

　政府資金及び地方
公共団体金融機構資
金についてはその融
通条件により、銀行
その他の場合にはそ
の債権者と協定する
ものによる。
　ただし、市財政の
都合により、据置期
間及び償還期限の短
縮、繰上償還並びに
低利債への借換えを
することができる。
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